
庁 名 中国地方更生保護委員会 

所在地 

〒７３０－００１２ 広島市中区上八丁堀２－３１ 

広島法務総合庁舎４階 

          電 話  ０８２－２２１－４４９７（総務課） 

          ＦＡＸ  ０８２－５０２－００９５ 

道 順 

①広島駅(南口)から            

徒    歩…栄橋を通って約２０分 

バ    ス…南口駅前バスターミナルＢホーム８番乗場からバスセンター経由の広島交

通・ＪＲバスに乗車し，『合同庁舎前』で下車（約５分），徒歩３分。 

路面電車…駅前電停で１番（広島港行），２番（宮島口行），６番（江波行）のいずれか

に乗車，「八丁堀」で９番標示の白島線に乗り換え，「縮景園前」で下車，徒

歩２分。 

②広島港(宇品)から 

路面電車…広島港前宇品電停で１番標示（紙屋町経由広島駅行）の電車に乗車，「八丁堀」

で９番標示の白島線に乗り換え，「縮景園前」で下車，徒歩２分。 
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